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平成２７年１１月２４日 

公明党一億総活躍推進本部 

 

一人ひとりが輝き活躍できる社会の実現に向けて（提言） 

 

公明党は、安倍総理が掲げる「一億総活躍社会」とは、一人ひとりが輝き活

躍できる社会と位置付け、すべての人が自己実現できる社会を目指して取り組

みを進めたいと考える。 

特に、新三本の矢において、子育て支援や介護が掲げられたことは、我が党

が長年取り組んできた分野であり、女性や若者の活躍、活動寿命の延伸、難病

や障がいを持つ方々の活躍など公明党がこれまで掲げてきた政策を加速化させ

る大きなチャンスと考える。 

ついては、政府の取り組む当面の緊急対策や一億総活躍プランの策定に当た

っては、以下の取り組みを強く求めるものである。 

 

なお、今後の一億総活躍プランの策定に当たっては、以下の基本的考え方を

柱として、さらに議論を深めることが必要と考える。 

 

① どこまでも地域で生きる人、育児をしながら働く人、保育や介護サービ

スを利用する人の視線に立って、各制度の隘路を切り開く取り組みを行

うこと。 

② 難病・障がい者やひとり親家庭など特別の配慮が必要な人々の活躍に光

を当てた取り組みを強化すること。 

③ 一億総活躍プランは、これまでの「まち・ひと・しごと創生基本方針」

に基づく取り組みと立体的かつ有機的に連携させ相乗効果を目指すこと。 

 

 

１ 希望を生み出す強い経済について 

(1) 当面の緊急対策 

 ＧＤＰ成長率が 2 四半期連続のマイナス成長となるなど足元の厳しい経

済に対応するため一億総活躍社会に向けた大胆な緊急対策を講じるととも

に、賃金の引き上げの恩恵が及びにくい低年金受給者にアベノミクスの成

果が波及する取り組み行う。 

 

(2) 地方版政労使会議の積極的な取り組み 

 地方版政労使会議を全国的に実施し、賃金の引き上げや女性や若者の待

遇改善の環境づくりを進めるとともに、企業における「働き方改革」や「休

み方改革」の取り組みを支援する。その際、全国の市町村では出生率や平

均初婚年齢が大きく異なっており、その要因に地域ごとに対応するため、

働き方に関する地域別分析指標を作成・公表し「地域アプローチ」の取り
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組みを進める。 

 

(3) 医療・介護・福祉サービス分野の生産性向上 

 医療・介護・福祉サービス分野におけるＩＣＴの推進や介護ロボット等

の活用推進などによるサービスの質の向上と業務の効率化・スリム化を推

進する。また、介護現場における保険請求資料、監査資料などの抜本的な

省力化を図る。 

 

(4) 地方創生を推進するための交付金の確保 

 地方公共団体が主体的・自主的に取り組む「地方版総合戦略」に位置付

けられた事業には一億総活躍緊急対策に資する緊急性の高い事業が多い。

地域のサービス業の生産性を向上させ、中山間地域等のコミュニティビジ

ネスの活性化や地方創生を担う人材育成のための必要な新型交付金を確保

する。 

 

(5) 地域で活躍する場づくりの推進 

 公共的な地域活動やソーシャルビジネスなど経済活動を分野横断的に統

合型で運営できる新たな法人制度を創設し、税制等の支援を受けながら高

齢者を含めた多様な人々の多様な活躍・就労の場づくりを推進する。 

 生活困窮者自立支援法の取り組みに当たっては、自立支援相談事業の充

実を図るとともに、一時生活支援事業、就労準備支援事業や子どもの学習

支援事業など必要な事業の全国展開を進める。 

 また、子ども・若者支援、生活困窮者支援、地域活性化分野における民

間の公益活動を促進するため、休眠預金等の有効活用が検討されているこ

とを踏まえ、公益活動の担い手の育成及び資金調達の環境を整備する。 

 さらに、ソーシャルビジネスやコミュニティビジネス等社会的課題を解

決する事業を促進するため、事業の経済的収益のみならず社会的価値を定

量的かつ客観的に評価する手法を速やかに開発し、導入する。 

 加えて、2020年の東京オリンピック・パラリンピックを契機に、全国津々

浦々で、観光・文化・スポーツ資源の活用により、経済の活性化を図る。 

 

(6) 難病や障がいを抱える人々の活躍の推進 

 難病や障がいを抱える方が安心して生活できる環境づくりや社会参加の

支援を推進するため、障がい者の在宅ワークを進めるＩＣＴネットワーク

の構築など就労推進・住まいの場等のサービス基盤の整備を行う。 

 特に、障害者就業・生活支援センターの体制の拡充やグループホーム等

の障がい福祉サービスの基盤整備を進めるとともに、農福連携等の推進に

より障がい者の職域や収入の拡大を図る。 

 また、障がい者の社会参加を進めるため、障がい者の文化芸術活動やス

ポーツ活動を支援する。 

 

(7) 一億総活躍を推進する人材の育成・確保 
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 地方に存在する潜在成長力の高い企業が「攻めの経営」に転換できるよ

う都市部のプロフェッショナル人材の地方への還流を加速し、地域産業全

体の活性化や地域の中小企業の生産性向上を実現する。また、企業による

地域の雇用開発を支援するため地域しごと創生プランの取り組みを進める。 

さらに、高等教育の基盤強化による優れた人材の育成、科学技術イノベ

ーション力の強化を図る。 

 

 

２ 夢を紡ぐ子育て支援について 

～希望出生率１．８がかなう社会の実現～ 

(1) 子育てと仕事の両立支援 

 待機児童解消加速化プランの強化・拡大や放課後子ども総合プランの着

実な実施を図るとともに、事業所内保育など多様な保育サービスの抜本的

拡充を図る。また、非正規労働者の育児休業取得の促進などを進めるため

育児休業制度の見直しを行う。さらに、男性の育児休業等の取得促進のた

め、職場環境整備の取組等を行う事業主に対する助成を行うとともに、イ

クメンプロジェクトを拡充する。 

 

(2) 結婚・妊娠・出産・子育て支援の強化・拡充 

 妊娠期から子育て期まで切れ目のない包括的な支援を行う「子育て世代

包括支援センター」の全国展開を図る。また、出会いの場づくりやお節介

支援など若い世代の結婚支援の取り組みを進める。さらに、不育症の支援

や不妊治療助成の充実を図る。 
 

(3) 女性・若者の雇用・経済的基盤の確立 

 女性・若者など非正規雇用労働者の正社員転換・待遇改善への支援策を

強化するとともに、多様な働き方を実現するためテレワークのさらなる普

及促進を図る。また、セクハラ・マタハラを受けることがないよう、事業

主のマタハラ防止の取組みを強化する法整備を図る。 

 

(4) ひとり親家庭等への支援強化 

 就労しながらも経済的に厳しい状況に置かれたひとり親家庭・多子世帯

等の自立支援のため児童扶養手当制度の機能強化を図るとともに、高等職

業訓練促進給付金等ひとり親の資格取得支援や支援付き就労支援事業の拡

充を図る。 

 また、自治体において、ひとり親家庭や子どもが抱える様々な課題に対

応する相談窓口のワンストップ化を推進し、必要とする支援に確実につな

ぐ体制を整備する。 

 さらに、地域におけるフードバンク事業や子ども食堂など地域の支援拠

点、居場所づくりを進める。 

 

(5) 児童虐待防止対策・社会的養護の強化 
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 児童虐待をはじめ様々な事情により社会的養護を必要とする児童の増加

に伴い包括的な子ども家庭福祉制度が求められている。児童福祉法の改正

により増え続ける児童虐待等から子どもの生命を守る体制を強化するとと

もに、里親委託優先の原則に基づき里親や特別養子縁組の推進、児童養護

施設等の小規模化や退所者支援の強化など発生予防から自立支援まで一連

の対策をパッケージとして取り組む。 

  

(6) 人材を育てる教育環境の確保 

 幼児教育の機会の確保、保護者の負担軽減のため幼児教育無償化を進め

るとともに、奨学金制度について無利子型の拡充や返済に配慮した制度の

拡充などを図る。 

 安心して教育を受けられるための指導体制を充実し、個々に応じた重点

的な学習指導の強化やスクールカウンセラー等学校を支える専門人材の配

置拡充、障がいや問題行動を持つ生徒に対応する特別支援の充実を図る。

さらに高校中退者対策やフリースクール等で学ぶ子どもへの支援、夜間中

学の設置促進を図る。 

地域と学校の協働を推進し、子どもたちの豊かな成長に欠かせない、自

然・文化・芸術・スポーツ等、直接触れ合う体験学習を拡充する。 

 

(7) 新たな子ども医療等の支援 

 全ての自治体において少子化対策として乳幼児をはじめ子ども医療費の

助成制度が実施されている。現在、厚生労働省において子ども医療等の在

り方について検討が行われているが、少子社会における子どもの医療等の

早急な支援策の導入について、子育て支援や地域包括ケアの観点などから

総合的な検討を進める。 

 

 

３ 安心につながる社会保障について 

～介護離職ゼロ・サービス利用側のニーズに立った取り組み～ 

(1) 介護基盤整備の充実強化 

 介護離職ゼロを目指し、在宅・施設サービスについて前倒し上乗せ整備

を図る。特に大都市部における基盤整備について公有地の活用や建物所有

要件の緩和、建築基準法の要件緩和を進める。 

 また、こうした地域包括ケアシステムの緊急整備を進めるため、地域医

療介護総合確保基金の必要額を確保する。 

 

(2) 介護人材の確保 

 介護離職ゼロのためには第一義的には、介護人材の離職防止、人材確保

が重要であり、さらなる待遇改善策を講じるとともに、潜在介護職の再就

職支援や介護職の養成・定着支援に取り組む。また、介護人材の人材バン

ク事業の拡充・強化を図る。 
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(3) 介護休業制度の見直しなど 

 男性も女性も介護休業等が取得できるよう介護休業給付の給付率の引

き上げ、介護休業の分割取得、介護休暇の取得単位の見直しを行う。また、

育児と介護のダブルケアと仕事の両立支援等抜本的な見直しを図る。 

 

(4) 働く家族等に対する支援策の強化 

 介護が必要になった場合の家族や事業主に対し適切な介護サービスの

活用につながるよう企業とサービス提供事業所の連携を図るため、地域包

括支援センターの相談機能の強化を図る。 

また、認知症家族等への支援策を強化するため国の新オレンジプランに

基づき認知症初期集中支援チームの設置などを全国的に展開する。 

 さらに、特別養護老人ホームなどの利用に当たって緊急性の高い希望者

が評価される仕組みを導入する。 

 

(5) 多様な高齢者等の生活基盤の確保 

 地方への高齢者移住を支援するため、高齢者自身の希望に応じ、地域住

民や多世代の人々と交流しながら健康でアクティブな生活を送り、必要に

応じて医療・介護を受けられるような地域づくりを進める「生涯活躍のま

ち（日本版ＣＣＲＣ）」づくりを全国的に展開する。 

 

また親などの介護のため２地域居住や近居・隣居などを支援する方策を

検討する。住宅に困窮している低所得の高齢者、障がい者、ひとり親家庭

を含む子育て世帯の居住の安定確保のため、空き家等を活用し、低廉な家

賃の「セーフティネット住宅」を整備する。 

 

以上 

 

 


